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前
言

　

台
湾
﹁
何
創
時
書
法
藝
術
基
金
會
﹂︵
注
一
︶
蔵
﹁
康
有
為
墨
跡
﹂︵
注
二
︶
の
中
に
、

﹁M
IYA

ZA
K

I  M
A

R
U

﹂
と
ロ
ー
マ
字
で
船
名
が
印
刷
さ
れ
た
便
箋
が
二
枚
あ
る
。
こ

の
便
箋
に
は
、
康
有
為
︵
一
八
五
八
︱
一
九
二
七
︶
の
親
筆
に
よ
る
﹁
詩
稿
﹂
が
遺
さ

れ
て
お
り
、
現
行
の
康
有
為
詩
集
諸
本
︵
注
三
︶
と
の
校
合
が
可
能
な
資
料
と
な
る
。

　

本
稿
は
、
こ
の
二
枚
の
便
箋
に
毛
筆
書
写
さ
れ
た
七
言
絶
句
と
そ
の
詩
題
、
詩
後
の

眉
批
を
頼
り
に
、
康
有
為
の
詩
と
そ
の
詩
集
整
理
に
資
す
る
材
料
の
考
証
を
第
一
の
目

的
と
す
る
。

　

ま
た
、
詩
及
び
詩
題
、
眉
批
の
中
に
読
み
取
れ
る
日
本
へ
の
往
来
に
関
わ
る
よ
り
具

体
的
な
資
料
補
遺
の
可
能
性
に
つ
い
て
試
論
を
加
え
る
こ
と
を
第
二
の
目
的
と
す
る
。

康
有
為
と
海
外
諸
国
、
特
に
日
本
と
の
関
係
や
当
時
の
政
治
活
動
、
文
人
交
友
の
実
際

を
、
海
域
や
﹁
船
舶
﹂
に
よ
っ
て
繋
い
で
観
察
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
概
要

お
よ
び
背
景
、
周
辺
諸
事
に
つ
い
て
は
本
論
に
譲
る
こ
と
と
し
、
先
ず
は
、
康
有
為
と

日
本
の
密
接
な
関
係
を
示
す
未
公
開
資
料
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

尚
、
本
文
内
︵
注
は
除
く
︶
の
引
用
文
中
、
漢
字
は
繁
體
字
表
記
に
改
め
、
仮
名
遣

い
は
原
文
表
記
の
ま
ま
残
し
た
。
ま
た
、算
用
数
字
は
可
能
な
限
り
漢
数
字
に
改
め
た
。
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康有為と日本郵船「宮崎丸」の便箋をめぐって

　
　
一
　「
宮
崎
丸
」
の
便
箋
と
康
有
為

　

現
在
の
日
本
郵
船
株
式
会
社
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
社
旗
が
印
刷

さ
れ
、
そ
の
下
に
は
、﹁N

IP
P

O
N

  Y
U

SE
N

  K
A

ISYA
.

﹂、
更
に
﹁S.S. “M

IYA
ZA

K
I 

M
A

R
U

”

﹂
と
印
字
さ
れ
た
便
箋
に
遺
さ
れ
た
こ
の
墨
跡
は
、﹁
更
生
﹂
と
サ
イ
ン
さ
れ
、

康
有
為
そ
の
人
の
親
筆
で
あ
ろ
う
こ
と
を
容
易
に
想
定
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
二
枚
の
便
箋
の
う
ち
の
一
枚
︵
図
版
①
参
照
︶
に
は
、﹁
戊
申
﹂︵
一
九
〇
八
︶

と
﹁
辛
亥
﹂︵
一
九
一
一
︶
の
二
つ
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、
こ
れ
ら
を
手

掛
か
り
に
こ
の
便
箋
と
康
有
為
と
の
関
係
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
﹃
日
本
郵
船
株
式
会
社
百
年
史
﹄︵
日
本
郵
船
株
式
会
社
発
行
・
財
団
法
人
日
本
経
営

史
研
究
所
・
昭
和
六
十
三
年
・
以
下
﹃
百
年
史
﹄
と
略
す
。︶
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
八

年
︵
一
八
八
五
︶
九
月
、
郵
便
汽
船
三
菱
会
社
と
共
同
運
輸
会
社
二
社
の
合
併
に
よ
っ

て
﹁
日
本
郵
船
会
社
﹂
が
創
業
し
、
白
地
に
赤
二
線
の
通
称
﹁
二
引
の
旗
章
﹂
も
こ
の

時
に
制
定
さ
れ
た
。
赤
二
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
菱
会
社
と
共
同
運
輸
を
象
徴
し
て
お

り
二
社
の
合
併
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
岩
崎
弥
太
郎
︵
一
八
三
五
～

一
八
八
五
︶
率
い
る
三
菱
と
、
そ
の
ラ
イ
バ
ル
の
三
井
を
バ
ッ
ク
に
持
つ
共
同
運
輸
の

合
併
は
、
新
た
な
国
策
会
社
﹁
日
本
郵
船
﹂
と
し
て
そ
の
航
路
が
世
界
を
横
断
し
、
社

業
が
ま
す
ま
す
発
展
す
る
こ
と
を
寓
意
し
た
意
匠
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
︵
注
四
︶。

こ
の
社
旗
は
、
当
時
、
日
本
郵
船
の
荷
客
取
扱
回
漕
店
に
配
布
さ
れ
た
時
刻
表
に
も
印

刷
さ
れ
て
宣
伝
用
ロ
ゴ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
後
掲
の
注
釈
に
触
れ
る
が
、

康
有
為
ら
中
国
の
要
人
と
積
極
的
に
関
わ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
広
く
ア
ジ
ア
と
世
界
を

見
据
え
よ
う
と
し
た
海
運
戦
略
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
﹃
日
本
郵
船
百
年
史
資
料
﹄︵
日
本
郵
船
株
式
会
社
発
行
・
財
団
法
人
日
本
経
営
史
研

究
所
・
昭
和
六
十
三
年
・
以
下
﹃
百
年
史
資
料
﹄
と
略
す
。︶
に
は
、
明
治
二
十
六
年

︵
一
八
九
三
︶
十
二
月
一
日
付
の
﹃
日
本
郵
船
株
式
会
社
定
款
﹄
が
見
ら
れ
、
こ
の
年

に
株
式
会
社
と
し
て
社
名
を
変
更
し
﹁
日
本
郵
船
株
式
会
社
﹂
が
誕
生
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

康
有
為
と
日
本
郵
船
所
有
船
舶
と
の
関
係
は
、
戊
戌
政
変
︵
一
八
九
八
・
明
治

三
十
一
年
︶
の
年
に
乗
船
し
た
﹁
河
内
丸
﹂︵
注
五
︶
に
始
ま
る
の
で
、
日
本
郵
船
が

既
に
株
式
会
社
に
社
名
変
更
し
た
あ
と
の
こ
と
に
な
ろ
う
。
宮
崎
丸
の
便
箋
に
印
字
さ

れ
た﹁N

IP
P

O
N

  Y
U

SE
N

  K
A

ISYA
.

﹂と
い
う
社
名
は
、創
立
当
初
の
ま
ま
用
い
ら
れ
、

﹁N
Y

K

　

L
IN

E

﹂
の
通
称
で
親
し
ま
れ
今
日
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
肝
心
の
﹁
宮
崎
丸
﹂
と
い
う
船
舶
本
体
で
あ
る
が
、﹃
百
年
史
資
料
﹄

に
よ
れ
ば
、
総
ト
ン
数
八
、五
〇
〇
、
建
造
年
は
明
治
四
十
二
年
二
月
二
十
五
日
。
建

造
地
は
神
戸
・
川
崎
、
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
更
に
、
そ
の
備
考
欄
に
は
﹁
大
正
六

年
五
月
三
十
一
日
戦
禍
沈
没
。﹂
と
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
九
〇
九
年
二
月

二
十
五
日
か
ら
一
九
一
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
、
わ
ず
か
八
年
三
か
月
ほ
ど
の
短
期

間
を
現
役
と
し
て
運
航
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

尚
、
同
資
料
は
そ
の
所
有
船
舶
一
覧
を
整
理
掲
載
し
て
お
り
、

　
　

①
明
治
十
八
年
九
月
～
昭
和
二
十
年
八
月
。

　
　

②
昭
和
二
十
年
九
月
～
昭
和
六
十
年
九
月
。

と
、
戦
前
・
戦
後
に
大
き
く
二
大
別
し
、
更
に
、﹁
創
業
当
時
の
三
菱
会
社
か
ら
の
継

承
船
﹂、﹁
創
業
当
時
か
ら
の
共
同
運
輸
会
社
か
ら
の
継
承
船
﹂、﹁
取
得
船
﹂、﹁
近
海
郵

船
合
併
に
よ
る
継
承
船
﹂
な
ど
、所
有
に
至
る
経
緯
に
よ
っ
て
細
か
く
分
類
し
て
い
る
。

﹁
宮
崎
丸
﹂
は
、
こ
の
分
類
①
の
な
か
の
﹁
取
得
船
﹂︵
一
︶
一
覧
の
中
に
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
さ
れ
て
お
り
、
使
用
航
路
は
欧
州
航
路
で
あ
っ
た
︵﹁
第
五
章　

船
舶
﹂
六
五
三
～

六
九
八
頁
︶。

　

海
外
亡
命
中
の
康
有
為
、
特
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
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各
地
を
遊
歴
後
、
一
九
〇
八
年
の
冬
か
ら
一
九
一
一
年
の
夏
ま
で
の
間
、
主
に
東
南
ア

ジ
ア
に
居
た
康
有
為
が
﹁
宮
崎
丸
﹂
の
便
箋
を
入
手
で
き
た
の
は
、
少
な
く
と
も
そ
の

建
造
年
の
一
九
〇
九
年
以
前
と
は
考
え
に
く
く
、
沈
没
後
の
一
九
一
七
年
以
降
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
も
、
可
能
性
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
そ
の
後
、
日
本

郵
船
で
は
同
名
の
船
舶
の
購
入
は
行
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
二
　「
宮
崎
丸
」
便
箋
に
遺
さ
れ
た
詩

　

さ
て
、こ
の
詩
が
現
行
の
康
有
為
詩
集
諸
本
の
中
で
、﹃
康
有
為
遺
稿
萬
木
草
堂
詩
集
﹄

︵
以
下﹃
遺
稿
本
萬
木
草
堂
詩
集
﹄と
略
す
。︶の
み
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
記︵
注

三
参
照
︶
し
た
が
、
先
ず
は
、
こ
の
便
箋
に
毛
筆
行
草
書
で
書
か
れ
た
詩
二
首
を
翻
字

し
て
、
詩
の
内
容
と
作
詩
の
背
景
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
便
宜
上
、
詩
の
前

後
に
作
詩
や
書
写
の
ヒ
ン
ト
が
多
い
も
の
を
︽
Ⅰ
︾
と
し
、︽
Ⅱ
︾
は
、
詩
の
別
稿
と

し
て
位
置
づ
け
た
︵
以
下
は
筆
者
に
よ
る
翻
字
。︶。

︽
Ⅰ
︾

戊
申
己
酉
、
黨
中
事
變
、
人
心
難
問
、
以
勁
節
支
持
殘
局
者
。
香
港
則
馮
君
紫
珊
、

紐
約
則
馮
君
鏡
泉
耳
。
寫
懷
二
子
、
不
必
示
之
。
但
令
後
人
知
此
二
義
士
。

養
虎
生
鴞
室
毀
空
、
蘭
茅
橘
枳
化
將
同
。
青
青
松
竹
凌
寒
勁
、
風
雨
漂
搖
賸
二
馮
。

更
生
　
　
　
　

　
越
二
年
、
辛
亥
夏
五
。
與
紫
珊
東
渡
。
話
舊
寄
鏡
泉
。

︵
図
版
①
参
照
︶

︽
Ⅱ
︾

蘭
茅
橘
枳
化
何
同
、
養
虎
生
鴞
患
不
窮
、
青
青
松
竹
凌
寒
歲
、
風
雨
漂
搖
賸
二
馮
。

︵
図
版
②
参
照
︶

︽
Ⅰ
︾
の
詩
と
︽
Ⅱ
︾
の
詩
は
、
句
の
前
後
、
字
句
の
異
同
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
賦

さ
れ
た
内
容
は
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
同
じ
便
箋
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
筆
跡

の
真
贋
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
が
、筆
致
、筆
勢
と
も
に
、同
一
時
期
の
同
一
人
︵
康

有
為
自
身
︶
の
手
に
出
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
お
そ
ら
く
、︽
Ⅱ
︾
の
詩

は
︽
Ⅰ
︾
詩
の
推
敲
の
た
め
に
書
か
れ
た
草
稿
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
︽
Ⅰ
︾
詩
に
見
え
る
戊
申
の
歳
、
即
ち
、
清
光
緒
三
十
四
年
︵
明
治
四
十
一
年
・

一
九
〇
八
︶
は
、
十
月
に
光
緒
帝
が
崩
御
し
て
、
慈
禧
太
后
︵
西
太
后
︶
は
醇
親
王
載

澧
の
子
で
あ
る
愛
新
覚
羅
溥
儀
を
後
継
ぎ
と
し
、
載
澧
を
﹁
摂
政
王
監
国
﹂
と
し
て
、

そ
の
四
日
後
に
西
太
后
自
ら
も
亡
く
な
っ
た
。
康
有
為
は
、
た
だ
ち
に
﹃
光
緒
帝
上
賓

請
討
賊
哀
啓
﹄︵
注
六
︶、﹃
討
袁
檄
文
﹄︵
注
七
︶を
発
表
し
、﹃
上
摂
政
王
書
﹄︵
注
八
︶で
は
、

袁
世
凱
を
殺
し
て
光
緒
帝
の
仇
討
を
訴
え
た
。

　
﹃
南
海
康
先
生
年
譜
続
編
﹄︵
康
有
為
学
術
著
作
選
﹃
康
南
海
自
編
年
譜
﹄・
康
文
珮
編
・

樓
宇
烈
整
理
・
中
華
書
局
・
一
九
九
二
所
収
︶
光
緒
三
十
四
年
戊
申
︵
一
九
○
八
︶
先

君
五
十
一
歲
の
条
は
、
こ
の
歳
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

十
一
月
廿
六
日
、
長
子
同
籛
生
、
祖
母
心
大
慰
、
因
名
所
居
曰
南
蘭
堂
。

突
聞
光
緒
噩
耗
、
悲
病
萬
分
。
光
緒
幽
囚
以
來
、
並
無
大
病
、
忽
攖
不
治
、
傳
說

紛
紜
。
嗣
聞
為
袁
世
凱
所
毒
殺
、
乃
由
海
外
上
攝
政
王
書
、
請
誅
袁
世
凱
、
以
謝

天
下
、
並
發
布
討
袁
檄
文
曰
；

袁
世
凱
才
本
梟
雄
、
性
尤
沈
鷙
、
王
莽
之
豺
聲
蠡
目
、
越
椒
之
狼
子
野
心
、
學
書

不
成
、
試
劍
是
好
。
⋮
︵
以
下
省
略
。﹃
討
袁
檄
文
﹄
参
照
。︶

詩
題
に
見
え
る
﹁
事
變
﹂
と
は
、
清
の
朝
廷
に
起
こ
っ
た
こ
れ
ら
一
連
の
出
来
事
を
示
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康有為と日本郵船「宮崎丸」の便箋をめぐって

し
て
い
よ
う
。
袁
世
凱
に
よ
っ
て
戊
戌
政
変
を
密
告
さ
れ︵
注
九
︶、
そ
の
袁
は
更
に
光

緒
帝
を
毒
殺
し
て︵
注
一
〇
︶、
醇
親
王
を
も
裏
切
っ
た
。
そ
の
行
為
に
対
す
る
康
有
為

の
心
情
は
容
易
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
本
に
亡
命
し
て
な
お
、
保
皇
会
を
組
織
し
つ
つ
変
法
改
良
主
義
を
貫
き
、
母
国
の

中
国
人
や
在
外
華
僑
の
精
神
的
求
心
力
と
し
て
勢
力
を
結
集
し
よ
う
と
し
て
い
た
康
有

為
ら
維
新
改
革
派
だ
っ
た
が
、
彼
ら
維
新
改
良
派
が
そ
の
存
在
に
危
機
感
を
抱
い
て
い

た
革
命
派
孫
文
︵
一
八
六
六
～
一
九
二
五
︶
の
動
向
は
、
一
九
〇
五
年
、
つ
い
に
東
京

で
﹁
中
国
革
命
同
盟
会
﹂
を
成
立
す
る
に
至
る
。
こ
う
し
た
革
命
派
の
台
頭
に
よ
っ
て

保
皇
派
は
徐
々
に
弱
体
化
し
て
い
く
状
況
下
に
あ
っ
た
。

　

堅
く
保
皇
の
忠
節
を
守
り
、
残
局
に
あ
っ
て
も
光
明
を
見
い
出
し
て
支
持
を
続
け
る

者
、
即
ち
二
人
の
﹁
馮
君
﹂
を
﹁
義
士
﹂
と
称
賛
す
る
。
詩
に
二
人
に
対
す
る
心
情
を

し
た
た
め
て
お
く
が
、
今
は
敢
え
て
示
さ
な
い
。
何
故
な
ら
、
た
だ
、
後
世
の
人
々
に

彼
ら
二
人
の
﹁
義
士
﹂
を
知
っ
て
ほ
し
い
だ
け
だ
か
ら
だ
、
と
、
馮
紫
珊
、
馮
鏡
泉
に

対
す
る
康
有
為
の
信
頼
は
実
に
篤
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

馮
紫
珊
︵
～
一
九
二
一
︶
は
、
戊
戌
政
変
後
、
横
浜
保
皇
会
の
会
長
を
任
じ
、﹃
新

民
叢
報
﹄
の
発
行
者
と
し
て
そ
の
名
を
今
日
に
残
す︵
注
一
一
︶。
馮
鏡
泉
は
、
康
有
為

の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
保
皇
活
動
を
経
済
的
側
面
か
ら
支
援
し
た
人
物
で
、
香
港
華
益

公
司
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
社
が
、
瓊
彩
楼
の
経
営
に
直
接
的
に
関
わ
っ
た
際
に
そ
の
経

営
面
で
才
覚
を
ふ
る
っ
た
華
僑
で
あ
る︵
注
一
二
︶。

　

詩
は
、
袁
世
凱
の
批
判
に
始
ま
る
。﹃
討
袁
檄
文
﹄
冒
頭
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

袁
を
不
吉
な
鳥
﹁
梟
﹂
に
例
え
、
清
室
を
崩
壊
さ
せ
た
元
凶
、
患
い
の
極
み
と
捉
え
る

一
方
、
寒
さ
を
凌
い
で
強
さ
を
増
す
青
々
と
し
た
松
竹
に
馮
紫
珊
、
馮
鏡
泉
の
二
名
を

重
ね
合
わ
せ
、
彼
ら
に
中
国
の
未
来
を
託
す
か
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

詩
後
の
眉
批
に
よ
れ
ば
、﹁
二
年
後
﹂
の
辛
亥
の
年
︵
一
九
一
一
︶
の
夏
五
月
に
、

馮
紫
珊
と
と
も
に
日
本
へ
渡
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
詩
が
賦
さ
れ
た
の
は
二
年
前
の

一
九
〇
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
後
、
辛
亥
の
年
以
降
に
書
か
れ
た
の
が
こ

の
﹁
宮
崎
丸
﹂
便
箋
の
詩
稿
だ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
残
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
康
有
為
墨
跡
の
真
贋
で
あ
る
が
、
そ
の
鑑
定
が
困
難
を
極
め
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
特
に
、
晩
年
の
康
有
為
が
政
治
活
動
の
資
金
繰
り
の
た
め
に
行
っ
た
鬻
書
に

あ
た
っ
て
は
、
代
筆
と
思
わ
れ
る
作
品
が
多
数
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
、
贋
作
と
し
て
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
依
頼
を
受
け
た
上
で
康
有
為
の
真
筆
と
し
て
売
り
さ
ば
か
れ
た

も
の
と
な
る
。そ
れ
ら
大
字
の
条
幅
作
品
な
ど
は
日
本
に
も
多
く
現
存
し
て
い
る
。﹃
不

忍
雑
誌
﹄
に
広
告
を
出
し
て
潤
例
を
示
し
た
そ
れ
ら
書
の
作
品
に
関
し
て
は
、
そ
の
鑑

定
に
際
し
て
常
に
真
贋
を
疑
い
つ
つ
慎
重
に
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
だ
、
本
稿
の
墨
跡
は
、
康
有
為
の
関
係
者
が
制
作
し
た
も
の
も
含
め
て
、
鬻
書
さ

れ
た
多
数
の
大
字
作
品
群
と
は
異
な
り
、
小
字
行
草
書
の
肉
筆
草
稿
で
あ
る
。
王
爾
敏

編
﹃
康
有
為
手
書
真
跡
﹄︵
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
史
料
叢
刊
24
・
一
九
九
四
︶、

申
松
欣
・
李
国
俊
編
﹃
康
有
為
先
生
墨
跡
﹄︵
一
￨
四
・
中
州
書
画
出
版
社
・
一
九
八

三
︶、
張
傑
龍
主
編
﹃
康
有
為
手
跡
﹄︵
南
海
博
物
館
蔵
・
嶺
南
美
術
出
版
社
・
二
〇
〇

八
︶
な
ど
に
収
録
さ
れ
る
ほ
ぼ
同
一
時
期
に
書
か
れ
た
﹁
家
書
﹂、﹁
文
稿
﹂、﹁
詩
稿
﹂

な
ど
の
墨
跡
と
比
較
す
る
と
、
所
謂
﹁
康
体
﹂
と
称
さ
れ
る
康
有
為
の
書
の
特
徴
を
余

す
と
こ
ろ
な
く
発
揮
し
て
お
り
、
行
書
、
草
書
の
書
体
、
筆
勢
、
筆
致
及
び
字
間
、
行

間
の
取
り
方
な
ど
を
含
む
所
謂
そ
の
﹁
書
法
﹂
は
、
こ
れ
ら
書
籍
に
収
録
さ
れ
る
図
版

資
料
の
﹁
書
法
﹂
と
比
較
す
る
に
、逐
一
全
く
酷
似
し
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、

︽
Ⅰ
︾
詩
の
眉
批
﹁
越
二
年
、
辛
亥
夏
五
。
與
紫
珊
東
渡
。
話
舊
寄
鏡
泉
。﹂
の
書
写
に

は
、﹁
話
﹂
の
本
字
を
用
い
て
お
り
、﹃
康
有
為
手
書
真
跡
﹄
に
収
録
さ
れ
る
多
く
の
電

報
手
稿
、
家
書
、
文
稿
な
ど
に
も
、
好
ん
で
用
い
る
字
体
の
嗜
好
と
で
も
言
う
べ
き
傾

向
と
し
て
共
通
点
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
本
詩
稿
は
康
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有
為
の
真
跡
と
判
断
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
か
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
三
　
詩
集
諸
本
と
の
比
較
か
ら

　

さ
て
、﹃
遺
稿
本
萬
木
草
堂
詩
集
﹄
に
収
録
さ
れ
る
当
該
詩
一
首
で
あ
る
が
、
そ
の

出
版
説
明
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
、
し
ば
し
各
詩
集
の
異
同
に
目
を
向
け
て
お
き
た
い
。

説
明
に
は
、

一
九
六
一
年
、
康
有
為
家
屬
康
同
凝
、
康
保
莊
、
康
保
娥
將
家
藏
多
年
的
康
有
為

遺
稿
、
函
札
、
電
稿
以
及
書
籍
、
圖
片
等
捐
贈
上
海
市
文
物
保
管
委
員
會
。

と
あ
り
、
ま
た
、
編
者
説
明
は
、

一
九
○
八
年
康
有
為

”門
人
梁
啟
超
請
收
拾
叢
殘
、
發
願
手
寫
“
、
”搜
篋
與

之
、
尚
存
千
餘
篇
“
、
於
一
九
一
一
年
編
成
詩
集
十
三
卷
。
梁
啟
超
以

”事
變
日

翻
“
未
及
畢
寫
、
僅
手
書
四
卷
、
至
﹃
明
夷
閣
詩
集
﹄
止
、
在
日
本
印
出
。

と
あ
る
が
、
梁
啓
超
が
手
写
を
願
い
出
た
年
、
す
な
わ
ち
一
九
〇
八
年
︵
光
緒
三
十
四

年
戊
申
︶
は
、
奇
し
く
も
こ
の
﹁
宮
崎
丸
﹂
便
箋
の
詩
稿
に
触
れ
ら
れ
た
光
緒
帝
崩
御

の
年
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
丁
文
江
・
趙
豊
田
編
﹃
梁
啓
超
年
譜
長
編
﹄︵
上
海
人
民
出
版
社
・

一
九
八
三
︶
に
も
、

是
歲
先
生
由
橫
濱
遷
居
兵
庫
縣
之
須
磨
村
麥
氏
別
莊
、
冬
、
手
寫
︽
南
海
先
生
詩

集
︾、
前
四
卷
成
。

と
記
録
さ
れ
て
お
り
、梁
啓
超
に
よ
る
詩
集
手
写
整
理
の
開
始
と
清
朝
王
室
の
﹁
事
變
﹂

は
時
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
編
者
説
明
は
、
更
に
、

一
九
三
五
年
、
康
有
為
女
同
璧
收
集
遺
篇
、
為
詩
集
十
五
卷
、
上
起
一
八
八
八
年

前
、
下
至
一
九
二
七
年
、
於
一
九
三
六
年
請
崔
斯
哲
繕
寫
、
刊
行
於
世
。
近
年
蔣

貴
麟
據
之
編
入
﹃
康
南
海
先
生
遺
著
彙
刊
﹄。
本
書
與
上
述
詩
集
多
有
出
入
、
實

為
較
早
的
稿
本
。

と
、
二
種
の
異
同
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
で
参
照
し
た
五
種

の
詩
集
の
う
ち
、主
要
な
基
本
二
種
︵
注
三
の
①
と
②
︶
と
﹃
遺
稿
本
萬
木
草
堂
詩
集
﹄

と
の
関
係
を
明
確
に
物
語
っ
て
く
れ
て
い
よ
う
。

　

即
ち
、
康
有
為
の
詩
集
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、
時
代
的
背
景
も
あ
っ
て
様
々
な
紆
余

曲
折
が
あ
り
、
ま
た
、
多
く
の
詩
稿
・
異
本
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
整
理
編
集
が
極

め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
本
稿
参
照
の
五
種
の
う
ち
、
特
に
、
こ
れ
ら

以
外
の
二
種
︵
注
三
の
④
と
⑤
︶
が
多
く
の
眉
批
を
蓄
え
た
分
厚
い
も
の
に
な
っ
て
い

る
の
も
そ
の
た
め
で
、
本
稿
の
墨
跡
が
扱
う
詩
稿
が
、
更
に
眉
批
を
加
え
て
そ
の
分
厚

さ
を
増
す
手
助
け
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
﹃
遺
稿
本
萬
木
草
堂
詩
集
﹄
に
収
録
さ
れ
る
こ
の
詩
は
、

戊
申
己
酉
、
黨
中
事
變
、
人
心
難
保
、
以
勁
節
支
持
殘
局
者
。
香
港
則
馮
君
紫
珊
、

紐
約
則
馮
君
鏡
泉
耳
。
寫
懷
二
子
、
不
必
示
之
。
但
令
後
人
知
此
二
義
士
。

養
虎
生
鴞
室
毀
空
、
蘭
茅
橘
枳
化
將
同
。
青
青
松
竹
凌
寒
勁
、
風
雨
漂
搖
剩
二
馮
。

と
あ
り
、
詩
題
の
﹁
問
﹂
を
﹁
保
﹂
に
、
詩
の
結
句
の
﹁
賸
﹂
を
﹁
剩
﹂
に
作
る
、
と

い
う
、
や
は
り
わ
ず
か
な
字
句
の
異
同
の
み
で
あ
る
。
大
き
な
違
い
は
、
そ
の
後
に
辛

亥
の
年
の
夏
五
月
に
馮
紫
珊
と
と
も
に
香
港
か
ら
日
本
へ
渡
っ
た
と
い
う
一
文
の
眉
批

が
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
﹃
遺
稿
本
萬
木
草
堂
詩
集
﹄
が
、
巻
十
の
﹁
南
蘭
堂
詩
集
﹂
に
こ
の
詩
を
収
録
し
て

整
理
し
て
い
る
の
は
、一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
一
一
年
の
間
、特
に
、一
連
の
清
室
﹁
事

變
﹂
を
知
っ
た
一
九
〇
八
年
︵
戊
申
︶
秋
か
ら
一
九
〇
九
年
︵
己
酉
︶
春
ま
で
は
、
静

養
も
兼
ね
て
ペ
ナ
ン
島
の
南
蘭
堂
と
命
名
し
た
寓
居
に
住
ん
で
い
た
時
期
だ
か
ら
で
あ
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康有為と日本郵船「宮崎丸」の便箋をめぐって

ろ
う
。
詩
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
こ
の
時
期
に
詩
が
賦
さ
れ
、
最
初
の
詩
稿
が
残
さ
れ

た
と
考
え
る
の
は
非
常
に
自
然
で
妥
当
な
収
録
整
理
の
根
拠
と
い
え
よ
う
。

　
　
四
　
康
有
為
と
「
宮
崎
丸
」
乗
船
の
可
能
性

　

康
有
為
が
実
際
に
こ
の
﹁
宮
崎
丸
﹂
に
乗
船
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、﹁
詩
稿
﹂

の
内
容
と
現
存
す
る
康
有
為
の
詩
集
と
の
比
較
、
墨
跡
の
真
贋
等
に
も
大
き
く
関
わ
る

問
題
な
の
で
容
易
に
断
定
は
下
せ
な
い
。
た
だ
、
康
有
為
は
、
政
変
失
敗
の
の
ち
日
本

へ
亡
命
し
、
そ
の
後
、
清
朝
の
手
を
逃
れ
て
カ
ナ
ダ
に
渡
っ
た
が
、
そ
の
時
に
利
用
し

た
の
が
日
本
郵
船
所
有
の
﹁
河
内
丸
﹂
と
﹁
和
泉
丸
﹂︵
注
一
三
︶
で
あ
る
。
当
時
の
日

中
関
係
の
縮
図
に
、
日
本
を
拠
点
と
し
た
大
西
洋
航
路
と
太
平
洋
航
路
、
特
に
、
逓
信

省
命
令
航
路
を
擁
し
て
い
た
日
本
郵
船
の
船
舶
に
康
有
為
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
、
そ

の
こ
と
自
体
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

﹁
河
内
丸
﹂
へ
の
乗
船
に
つ
い
て
は
、
﹁
住
香
港
半
月
、
日
本
總
理
大
臣
伯
爵
大
隈

重
信
招
游
、
令
前
駐
中
國
公
使
矢
野
文
雄
電
告
九
月
十
二
日
乘
河
內
丸
、
遂
東
。
﹂
詩

︵
注
一
四
︶
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
当
時
の
様
子
は
、
﹃
康
有
為
自
編
年
譜
﹄

︵
注
一
五
︶
光
緒
二
十
四
年
戊
戌
︵
一
八
九
八
︶
四
十
一
歳
の
条
に
、

時
日
本
人
宇
佐
穩
來
彥
偕
領
事
上
野
季
次
郎
來
見
、
以
大
隈
伯
在
相
位
、
有
志
營

東
亞
、
先
欲
至
日
本
求
救
、
隈
伯
電
許
保
護
、
速
之
來
。
先
是
日
人
宮
崎
寅
藏
、

託
梁
鐵
君
來
送
金
二
千
卻
之
。
日
本
諸
士
皆
好
義
、
周
旋
懇
摯
、
故
以
九
月
五
日

東
渡
、
乃
議
游
歐
美
焉
。

な
ど
の
記
述
が
残
さ
れ
て
お
り
、
宮
崎
滔
天
著
﹃
三
十
三
年
の
夢
﹄︵
宮
崎
龍
介
・
衛

藤
瀋
吉
校
注
・
平
凡
社
・
一
九
六
七
・
注
一
六
︶
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
の
周
旋
で
香

港
に
逃
れ
た
康
有
為
が
、
そ
の
後
、
日
本
に
入
る
ま
で
の
顛
末
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
中
の
一
節
を
抜
粋
す
る
と
、

議
既
に
決
し
て
康
君
の
心
甚
だ
急
に
、
且
つ
余
等
の
日
本
に
同
行
せ
ん
こ
と
を
望

む
。
余
宇
佐
君
と
共
に
之
を
諾
し
、
ま
た
最
近
の
便
船
を
選
び
、
略
ぼ
河
内
丸
に

搭
ず
る
こ
と
を
協
定
し
て
辞
し
て
去
れ
り
。

と
、清
朝
か
ら
逃
れ
る
緊
迫
し
た
場
景
と
共
に
﹁
河
内
丸
﹂
の
船
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
客
観
的
記
述
か
ら
も
﹁
河
内
丸
﹂
乗
船
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
年
の
十
月
九
日
︵
旧
暦
の
九
月
十
二
日
︶、
大
隈
重
信
︵
一
八
三
三
～

一
九
二
二
・
注
十
四
︶
は
、
百
日
維
新
運
動
の
失
敗
後
、
清
朝
政
府
に
追
わ
れ
る
康

有
為
の
保
護
を
、
当
時
の
在
香
港
領
事
上
野
季
次
郎
に
命
じ
た
。
幕
下
の
宮
崎
滔
天

︵
一
八
七
〇
～
一
九
二
二
︶
は
、
十
月
十
九
日
に
香
港
で
康
有
為
を
迎
え
、﹁
河
内
丸
﹂

に
康
有
為
を
乗
船
さ
せ
て
随
行
。
十
月
二
十
五
日
、
神
戸
に
着
い
た
の
で
あ
る︵
注

一
七
︶。

　
﹁
和
泉
丸
﹂
へ
の
乗
船
に
つ
い
て
も
、そ
の
翌
年
カ
ナ
ダ
へ
渡
る
と
き
に
賦
し
た
﹁
己

亥
二
月
、
由
日
本
乘
和
泉
丸
、
渡
太
平
洋
。﹂
詩
︵
注
一
八
︶、
お
よ
び
﹃
年
譜
續
編
﹄

光
緒
二
十
五
年
己
亥
︵
一
八
九
九
︶
先
君
四
十
二
歳
の
条
に
、

二
月
五
日
、
為
先
君
誕
辰
。
梁
啟
超
偕
同
門
三
十
餘
人
上
壽
、
飲
於
東
京
上
野

園
。
先
君
以
國
內
同
門
尚
多
、
又
慮
黨
禍
、
函
勸
來
東
游
學
、
家
計
不
富
裕
者
、

則
由
先
君
籌
給
經
費
、
自
此
東
游
者
頗
眾
。
十
一
日
、
由
橫
濱
乘
和
泉
丸
渡
太
平

洋
、
廿
七
日
抵
加
拿
大
域
多
利
亞
埠
。

な
ど
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
乗
船
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
十
数
回
に
及
ぶ
日
本
渡
航
の
う
ち
、
辛
亥
革
命
︵
一
九
一
一
︶

の
年
は
、
こ
の
﹁
宮
崎
丸
﹂
に
乗
船
し
て
来
日
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
察
が
俄
か

に
そ
の
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
但
し
、﹁
宮
崎
丸
﹂
の
便
箋
に
書
か
れ

た
康
有
為
の
筆
跡
が
、
直
ち
に
乗
船
の
証
拠
と
な
る
の
か
と
言
え
ば
、
具
体
的
な
船
名
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の
記
録
が
複
数
の
客
観
的
資
料
に
遺
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
事
実
確

認
の
証
左
に
は
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
こ
で
、
も
う
一
度
目
を
康
有
為
の
詩
集
に
転
じ
て
み
よ
う
。

　
﹃
遺
著
彙
刊
本
﹄︵
注
三
の
②
︶
に
は
、
巻
十
二
﹁
憩
園
詩
集
﹂
に
、
辛
亥
の
年
に
賦

し
た
詩
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、﹁
辛
亥
夏
五
月
、
自
香
港
重
游
日
本
、
寓
任

甫
須
磨
雙
濤
園
、
築
室
同
居
。
與
任
甫
離
居
者
十
三
年
、
檳
榔
嶼
、
香
港
一
再
見
、
亦

於
今
八
年
矣
。
兒
女
生
於
日
本
、
皆
不
能
識
、
相
見
如
夢
寐
。
任
甫
賦
百
韻
詩
、
先
有

四
律
奉
迎
、
答
以
四
律
。﹂
と
題
さ
れ
た
律
詩
四
首
︵
注
一
九
︶
が
見
ら
れ
る
。
こ
の

四
首
は
、﹃
遺
稿
本
萬
木
草
堂
詩
集
﹄
は
巻
十
二
﹁
納
東
海
亭
詩
集
﹂
に
収
録
し
、﹃
全

集
本
詩
集
﹄︵
注
三
の
⑤
︶
は
巻
十
二
﹁
憩
園
詩
集
﹂
に
、﹃
康
有
為
集
本
詩
集
﹄︵
注

三
の
④
︶
は
収
録
し
て
い
な
い
。
当
然
な
が
ら
﹃
康
同
環
本
詩
集
﹄︵
注
三
の
①
︶
に

は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。た
だ
、各
種
詩
集
の
巻
数
と
巻
名
に
異
同
は
あ
る
も
の
の
、﹁
宮

崎
丸
﹂
便
箋
に
書
か
れ
た
詩
と
そ
の
眉
批
は
、
内
容
か
ら
見
て
そ
の
収
録
す
べ
き
詩
集

は
、
ど
う
見
て
も
﹁
納
東
海
亭
詩
集
﹂
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
図
版
に
掲
げ
た
﹁
宮
崎
丸
便
箋
﹂
に
遺
さ
れ
た
詩
に
も
、
詩
後
に
﹁
越
二
年
、

辛
亥
夏
五
。
與
紫
珊
東
渡
。
話
舊
寄
鏡
泉
。﹂
と
眉
筆
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、﹁
辛
亥
夏

五
﹂
に
日
本
へ
渡
っ
た
︵﹁
東
渡
﹂︶
事
実
に
異
同
は
な
く
、こ
の
こ
と
は
、﹃
年
譜
続
編
﹄

宣
統
三
年
辛
亥
︵
一
九
一
一
年
︶
先
君
五
十
四
歳
の
条
に
、

四
月
十
日
、
返
港
省
母
。

五
月
十
日
、
重
遊
日
本
、
寓
須
磨
門
人
梁
啟
超
之
雙
濤
園
、
自
築
小
樓
臨
海
、
名

曰
天
風
海
濤
樓
。
時
與
矢
野
文
雄
、
犬
養
木
堂
等
把
酒
話
舊
。

と
あ
る
こ
と
に
も
符
合
し
て
い
る
。

　

皮
肉
に
も
こ
の
船
舶
が
わ
ず
か
数
年
で
戦
禍
に
沈
没
し
た
こ
と
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
航
路

に
就
航
し
て
い
た
こ
と
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
康
有
為
と
﹁
宮
崎
丸
﹂
を
直
接
的
に
結

び
付
け
る
こ
と
を
否
定
す
る
決
定
的
材
料
に
は
な
る
ま
い
。
少
な
く
と
も
、
辛
亥
の
年

に
香
港
経
由
で
日
本
へ
渡
っ
た
こ
と
、
こ
の
便
箋
の
詩
が
辛
亥
の
年
ま
た
は
そ
れ
以
降

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
﹃
遺
稿
本
萬
木
草
堂
詩
集
﹄
の
稿
本
は
、
一
九
六
一
年
ま
で
康
同
凝
、
康
保
莊
、
康

保
娥
ら
が
保
管
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
〇
九
年
に
南
蘭
堂
で
賦
さ
れ

た
初
校
︵
草
稿
︶
を
、
二
年
の
時
を
経
た
辛
亥
の
年
に
﹁
宮
崎
丸
﹂
船
上
で
再
校
・
推

敲
し
て
書
き
直
し
た
痕
跡
が
遺
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
こ
の
二
枚
の
便
箋
の
正
体
と
は

推
測
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
う
ち
の
︽
Ⅰ
︾
詩
に
﹁
更
生
﹂
と
サ
イ
ン
を
残
し
た

こ
と
も
そ
の
裏
付
け
と
い
え
よ
う
し
、︽
Ⅰ
︾詩
が
完
成
稿
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
可
能
性
を
否
定
し
な
け
れ
ば
、
康
有
為
が
乗
船
し
た
の
は
﹁
宮
崎
丸
﹂
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
は
更
に
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
。﹁
宮
崎
丸
﹂、
と
い
う

よ
り
も
、
日
本
郵
船
の
船
舶
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
日
中
関
係
を
含
む
国
際
関
係
が
よ

り
複
雑
さ
を
呈
し
て
い
く
時
期
に
あ
っ
て
、
康
有
為
に
と
っ
て
、
ま
た
日
本
に
と
っ
て
、

何
よ
り
も
安
心
・
安
全
な
方
法
だ
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　
　
五
　「
宮
崎
丸
」（「M

IY
A

Z
A

K
I M

A
R

U

」）
と
い
う
船
舶

　

大
正
六
年
︵
一
九
一
七
︶
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
特
に
、

ド
イ
ツ
に
よ
る
無
制
限
潜
水
艦
戦
な
る
海
域
戦
略
が
展
開
さ
れ
、
日
本
を
含
む
連
合
国

側
は
言
う
に
及
ば
ず
、
そ
の
船
籍
・
国
籍
を
問
わ
ず
、
中
立
国
の
商
船
ま
で
も
が
多
く

撃
沈
さ
せ
ら
れ
た
年
で
あ
っ
た
。

　

山
高
五
郎
著
﹃
日
の
丸
戦
隊
史
話
﹄︵
昭
和
十
七
年
六
月
一
日
発
行
・
千
歳
書
房
・

注
二
〇
︶
に
よ
れ
ば
、﹁
宮
崎
丸
の
遭
難
﹂
は
、﹁
十　

日
清
戰
役
後
の
日
の
丸
船
隊
﹂

の
中
の
一
隻
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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康有為と日本郵船「宮崎丸」の便箋をめぐって

　

三
嶋
丸
に
次
で
川
崎
で
出
來
た
宮
崎
丸
は
、
前
者
に
遲
る
ゝ
事
五
个
月
、
明
治

四
十
一
年
の
九
月
に
進
水
し
た
。
第
四
十
二
圖
は
當
時
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
が
、

此
繪
を
見
る
と
船
は
既
に
船
臺
を
離
れ
て
浮
い
て
居
る
の
に
、
船
首
に
吊
し
た
楠

玉
は
開
い
て
居
な
い
。

　

船
が
滑
り
出
す
と
共
に
パ
ッ
ト
開
い
て
鳩
が
飛
出
し
、
五
彩
の
切
紙
が
花
吹
雪

の
如
く
觀
衆
の
頭
に
降
り
か
ゝ
つ
て
、
本
船
の
目
出
度
い
誕
生
に
景
氣
を
つ
け
る

楠
玉
が
、
ど
う
し
た
事
か
と
う
〳
〵
開
か
な
か
つ
た
。
當
時
大
變
是
を
氣
に
し
て

居
た
人
が
あ
つ
た
。

　

大
正
六
年
五
月
三
十
一
日
、
本
船
歐
洲
航
路
往
航
の
途
次
、
英
國
海
峽
に
於
て

午
前
九
時
四
十
七
分
、
獨
潜
艦
の
爲
に
擊
沈
せ
ら
れ
、
乘
組
員
七
名
、
船
客
一
名

の
犠
牲
者
を
出
し
た
。
著
者
は
此
ニ
ユ
ー
ス
に
接
し
た
時
、
ハ
ツ
と
思
つ
て
書
棚

か
ら
色
の
褪
せ
た
畫
帳
を
引
張
り
出
し
、更
め
て
此
開
か
な
い
楠
玉
を
見
直
し
た
、

而
し
て
矢
張
り
何
か
の
前
兆
と
で
も
云
ふ
の
か
な
と
思
つ
た
。

　

明
治
二
十
年
の
十
月
、
本
邦
回
航
の
途
中
、
臺
灣
近
海
で
行
衞
不
明
に
な
っ
た

新
艦
畝
傍
が
、
進
水
の
時
國
旗
が
倒
れ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
變
に
擔
ぐ
や
う
だ

が
、
後
か
ら
思
ひ
合
せ
る
と
よ
く
斯
ん
な
事
が
あ
る
や
う
だ
。

海
難
は
船
長
以
下
の
乗
組
員
、
乗
客
に
と
っ
て
傷
ま
し
く
恐
ろ
し
い
最
も
忌
む
べ
き
出

来
事
で
あ
る
。
康
有
為
が
乗
船
し
た
こ
の
船
が
、
た
ま
た
ま
戦
禍
で
沈
没
し
た
と
い
う

の
も
、
そ
の
後
の
時
局
の
緊
迫
度
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

実
は
、戊
戌
の
翌
年︵
一
八
九
九
︶、康
有
為
を
乗
せ
て
カ
ナ
ダ
へ
向
か
っ
た﹁
和
泉
丸
﹂

も
、
明
治
三
十
七
年
︵
一
九
〇
四
︶
に
戦
禍
沈
没
し
て
い
る
︵
注
二
一
︶
わ
け
で
、
わ

ず
か
十
年
間
の
現
役
航
海
で
そ
の
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
が
、
康
有
為
が
乗
船
し
た
日

本
郵
船
の
船
舶
が
、
世
界
大
戦
突
入
前
夜
の
時
期
に
、
他
国
に
よ
っ
て
二
隻
も
戦
禍
に

巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
顛
末
を
た
ど
っ
た
の
は
実
に
皮
肉
で
あ
る
。

　
﹃
悪
魔
の
海
﹄︵
斎
藤
浄
元
遺
稿
第
二
・
財
団
法
人
海
難
審
判
協
会
発
行
・
昭
和
四
六

年
︶
に
記
録
さ
れ
る
大
正
六
年
八
月
二
十
九
日
の
日
誌
、﹃
汽
船
の
煙
に
つ
い
て
︱
宮

崎
丸
撃
沈
事
件
に
関
連
し
﹁
帝
国
海
軍
﹂
を
批
判
﹄︵
一
〇
六
～
一
一
四
頁
︶
は
﹁
宮

崎
丸
事
件
﹂
に
詳
し
い
が
、
時
代
が
時
代
だ
け
に
止
む
を
得
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
た
だ
、
和
炭
で
海
を
走
る
汽
船
の
煙
が
ド
イ
ツ
潜
水
艦
の
標
的
に
な
っ
た

か
ど
う
か
や
、
大
和
魂
の
欠
如
な
ど
を
持
ち
出
し
て
論
陣
を
張
っ
た
当
時
の
﹃
報
知
新

聞
﹄︵
大
正
六
年
六
月
九
日
︶
と
﹃
国
民
新
聞
﹄︵
大
正
六
年
六
月
十
日
︶
な
ど
メ
デ
ィ

ア
の
暴
走
と
議
論
と
顛
末
は
、
当
時
の
日
本
の
国
内
事
情
と
は
言
え
、
も
し
康
有
為
が

こ
の
こ
と
に
接
し
て
い
た
ら
何
と
も
言
辞
に
尽
く
し
が
た
い
哀
し
み
を
覚
え
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

　
　
　
小
結

　　

光
緒
帝
の
崩
御
か
ら
辛
亥
革
命
ま
で
の
出
来
事
は
、
近
現
代
中
国
史
上
の
一
大
事
件

で
あ
っ
た
。
本
稿
が
扱
っ
た
詩
は
、
現
時
点
で
三
種
類
の
草
稿
の
存
在
を
確
認
し
う
る

稀
な
一
首
で
あ
る
。
詩
を
賦
す
に
あ
た
っ
て
施
さ
れ
た
推
敲
の
跡
を
如
実
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
三
種
と
も
に
一
九
〇
八
年
の
清
王
室
の
﹁
事

變
﹂
と
そ
れ
に
関
わ
っ
た
袁
世
凱
批
判
を
強
調
し
、
馮
紫
珊
、
馮
鏡
泉
の
二
人
を
、
如

何
に
し
て
保
皇
変
法
運
動
の
両
翼
と
し
て
称
賛
す
べ
き
か
、
と
い
っ
た
、
康
有
為
の
思

索
の
跡
が
垣
間
見
ら
れ
、
変
法
改
良
派
の
文
学
と
し
て
も
非
常
に
興
味
深
い
資
料
と
言

え
よ
う
。

　

ま
た
、
康
有
為
が
実
際
に
﹁
宮
崎
丸
﹂
に
乗
船
し
た
か
ど
う
か
、
ま
た
は
、
康
有
為

が
辛
亥
の
年
に
日
本
へ
渡
る
に
あ
た
っ
て
乗
っ
た
船
舶
名
を
記
録
に
残
さ
な
か
っ
た
理

由
は
何
故
か
。
現
時
点
で
は
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
と
し
た
。
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そ
れ
は
、﹁
何
創
時
書
法
藝
術
基
金
會
﹂
が
所
蔵
す
る
康
有
為
墨
跡
の
中
に
、
や
は

り
、
現
行
本
各
種
﹁
康
有
為
詩
集
﹂
に
収
録
さ
れ
な
い
詩
稿
と
思
し
き
も
の
が
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
澄
懐
堂
美
術
館
や
民
間
の
個
人
収
蔵
家
が
蔵
す
る
詩

稿
、
文
稿
な
ど
未
公
開
の
肉
筆
資
料
は
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
と
の
連
関
性
も
含
め

て
、
外
交
文
書
、
乗
船
名
簿
な
ど
更
に
多
岐
に
わ
た
る
資
料
踏
査
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　

康
有
為
は
、
辛
亥
革
命
後
、
中
国
に
戻
っ
て
か
ら
も
そ
の
再
晩
年
ま
で
一
貫
し
て
初

志
を
貫
き
政
治
活
動
を
行
う
。
一
九
一
七
年
に
は
張
勲
︵
一
八
五
四
～
一
九
二
三
︶
に

よ
る
宣
統
帝
溥
儀
︵
一
九
〇
六
～
一
九
六
七
︶
の
復
辟
運
動
に
登
場
す
る
が
、
後
に
、

そ
の
溥
儀
が
日
本
へ
と
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
も
反
対
の
立
場
を
と
り
続
け
、
革
命
後

も
捨
て
な
か
っ
た
立
憲
君
主
制
へ
の
理
想
は
、
急
速
に
そ
の
支
持
を
失
っ
て
政
治
の
表

舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
最
晩
年
は
青
島
に
居
を
構
え
る
こ
と
に
な

る
が
、
こ
の
詩
稿
が
書
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
時
期
は
、
上
海
に
政
治
活
動
の
拠
点
を

構
築
し
て
い
く
直
前
の
実
に
微
妙
な
時
期
で
あ
り
、
中
国
国
内
は
言
う
に
及
ば
ず
、
日

中
関
係
も
含
め
た
世
界
情
勢
は
日
に
日
に
緊
迫
の
度
合
い
を
増
し
て
い
っ
た
時
期
で
も

あ
っ
た
。

　

辛
亥
革
命
前
夜
の﹁
夏
五
月
﹂香
港
か
ら
日
本
へ
渡
っ
て
日
本
の
旧
知
矢
野
文
雄︵
矢

野
龍
溪
・
一
八
五
一
～
一
九
三
一
︶、
犬
養
毅
︵
犬
養
木
堂
・
一
八
五
五
～
一
九
三
二
︶

ら
と
の
文
人
的
親
交
を
温
め
る
の
に
、
当
時
の
逓
信
省
の
命
令
を
受
け
た
欧
州
航
路
を

擁
し
た
日
本
郵
船
の
船
舶
は
、
康
有
為
に
と
っ
て
も
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
も
何
よ
り

も
安
心
な
交
通
手
形
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。﹁
宮
崎
丸
﹂
乗
船
の
可
能
性
は
あ
く
ま

で
も
憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
船
名
を
記
録
に
残
さ
な
か
っ
た
理
由
も
こ

の
辺
り
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
注

︵
注
一
︶　
﹁
何
創
時
書
法
藝
術
基
金
會
﹂
は
、
一
九
九
五
年
、
書
法
の
発
展
の
た
め
に
何
國

慶
氏
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
。
基
金
会
は
そ
の
父
子
の
姓
名
を
と
っ
て
命
名
さ
れ
た

と
い
う
。
設
立
の
宗
旨
は
、
文
字
の
デ
ィ
ス
コ
ン
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
即
ち
、
キ
ー

ボ
ー
ド
な
ど
様
々
な
入
力
手
段
が
交
錯
し
つ
つ
、
徐
々
に
﹁
書
写
﹂
に
取
っ
て
代

わ
ろ
う
と
す
る
時
代
状
況
に
鑑
み
、
中
華
文
化
の
精
髄
で
あ
る
﹁
書
法
﹂
と
い
う

無
窮
の
社
会
的
資
源
の
た
め
に
力
を
集
結
し
、
書
芸
の
推
進
と
教
育
に
力
を
尽
く

す
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
六
月
の
﹁
蘭
亭
序
國
際
學
術
研
討
會
﹂、
一
九
九
九

年
の
﹁
千
禧
年
當
代
書
家
傳
統
與
實
驗
書
法
展
﹂、
二
〇
〇
一
年
の
﹁
二
〇
〇
一
創

時
書
藝
傳
統
與
實
驗
雙
年
展
﹂、
二
〇
〇
二
年
三
月
の
﹁
人
間
四
月
天--

中
國
近
代

名
人
書
法
大
展
﹂、
同
年
五
月
四
日
の
﹁
繼
傳
統
・
開
現
代-

五
四
人
物
書
法
展
﹂

等
等
、 

活
動
の
場
は
台
北
に
限
ら
ず
台
湾
全
土
に
広
が
っ
て
い
る
。
参
照
：http://

hosfoundation.com
/w

w
w

/　

2012.10.27.

︵
注
二
︶　

筆
者
が
、
研
究
資
料
と
し
て
何
創
時
書
法
藝
術
基
金
會
か
ら
図
版
画
像
の
提
供

を
受
け
た
﹁
康
有
為
墨
跡
﹂︵
仮
称
︶
は
、
既
に
全
件
資
料
の
翻
字
作
業
を
進
行
中

で
あ
る
。

︵
注
三
︶　

最
新
の
康
有
為
研
究
と
新
資
料
の
公
開
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
本
稿
で
は
、

①
﹃
南
海
先
生
詩
集
﹄︵
康
有
為
著
・
梁
敬
超
手
鈔
・﹃
南
海
先
生
叢
書
之
一
﹄
康

同
環
発
行
・
一
九
六
六
︶、
②
﹃
康
南
海
先
生
遺
著
彙
刊
﹄
二
〇
・
二
一
所
収
﹁
康

南
海
先
生
詩
集
︵
上
︶︵
下
︶﹂︵
蔣
貴
麟
編
・
台
湾
宏
業
書
局
・
中
華
民
国
六
十
五

年
︶、
③
﹃
康
有
為
遺
稿
萬
木
草
堂
詩
集
﹄︵
上
海
市
文
物
保
管
委
員
会
文
献
研
究

部
編
・
上
海
人
民
出
版
社
・
一
九
九
六
︶、
④
﹃
康
有
為
集
﹄
八
・
九
﹁
詩
賦
巻
上
・

下
﹂︵
馬
洪
林
・
蘆
正
言
編
注
・
珠
海
出
版
社
・
二
〇
〇
六
︶、
⑤
﹃
康
有
為
全
集
﹄

第
十
二
集
︵
姜
義
華
・
張
栄
華
編
校
・
国
家
清
史
編
纂
委
員
会
・
文
献
叢
刊
・
中

国
人
民
大
学
出
版
社
・
二
〇
〇
七
︶
の
五
種
を
参
照
し
た
。
こ
れ
ら
五
種
に
収
録

さ
れ
る
各
詩
の
詩
題
や
詩
句
、
内
容
、
及
び
各
﹁
詩
集
﹂
に
収
録
さ
れ
る
詩
や
詩
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康有為と日本郵船「宮崎丸」の便箋をめぐって

集
名
、
眉
批
、
の
異
同
に
つ
い
て
は
各
資
料
の
出
版
説
明
や
注
釈
等
に
詳
し
い
の

で
そ
ち
ら
に
譲
り
茲
で
は
詳
し
く
触
れ
な
い
。
但
し
、
③
に
本
稿
墨
跡
の
詩
稿
と

同
じ
内
容
と
思
わ
れ
る
詩
が
一
首
収
録
さ
れ
て
お
り
、
当
該
詩
集
で
は
、
巻
十
﹁
南

蘭
堂
詩
集
﹂
の
中
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

︵
注
四
︶　

明
治
初
年
、
日
本
の
海
運
業
界
に
お
け
る
日
本
国
郵
便
蒸
気
船
会
社
と
三
菱
商

会
の
競
争
、
或
い
は
更
に
、
郵
便
汽
船
三
菱
会
社
と
共
同
運
輸
会
社
の
激
し
い
競

争
を
経
て
、
明
治
十
八
年
︵
一
八
八
五
︶
九
月
、
二
社
の
和
解
・
合
併
に
よ
っ
て

﹁
日
本
郵
船
会
社
﹂
が
創
業
し
た
。
同
年
九
月
二
十
五
日
に
﹁
創
立
規
約
﹂
が
定
め

ら
れ
て
当
時
の
農
務
省
に
﹁
創
立
願
書
﹂
を
提
出
。
同
月
二
十
九
日
に
﹁
設
立
許
可
﹂

と
三
十
七
カ
条
の
﹁
命
令
書
﹂
の
下
付
を
受
け
﹁
日
本
郵
船
会
社
﹂
の
発
足
に
至

る
。﹃
百
年
史
資
料
﹄
に
は
、﹁
日
本
郵
船
会
社
﹂
設
立
当
時
の
﹁
定
款
﹂、
即
ち
明

治
十
八
年
九
月
二
十
五
日
付
の
﹃
創
立
規
約
﹄︵
日
本
郵
船
会
社
創
立
委
員
名
と
捺

印
あ
り
︶、明
治
十
八
年
九
月
二
十
九
日
付
の
﹃
創
立
願
書
﹄
お
よ
び
同
日
付
の
﹃
命

令
書
﹄
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
二
社
か
ら
引
き
継
ぐ
資
金
の

額
や
、
こ
れ
を
日
本
郵
船
会
社
の
株
金
と
す
る
こ
と
、
そ
の
負
債
額
、
利
息
等
が

詳
し
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、﹃
命
令
書
﹄
に
は
、
資
本
金
は
一
千
一
百
万
円
、
そ
れ

を
二
十
二
万
株
に
分
け
る
こ
と
。
そ
の
内
訳
は
、
二
百
六
十
万
円
即
ち
五
万
二
千

株
を
政
府
、
八
百
四
十
万
円
即
ち
十
六
万
八
千
株
を
国
民
の
所
有
と
す
る
、
な
ど

詳
細
な
項
目
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

︵
注
五
︶　
﹃
百
年
史
資
料
﹄
に
よ
れ
ば
、﹁
河
内
丸
﹂
は
、﹁
取
得
船
﹂
で
、﹁
河
内
丸
︵
Ⅰ
︶﹂

総
ト
ン
数
二
、九
五
三
、建
造
年
は
明
治
三
十
年
四
月
、建
造
地
は
英
国
グ
ラ
ス
ゴ
ー

と
の
記
録
が
あ
る
。
明
治
三
十
年
八
月
二
日
回
帰
、
昭
和
八
年
十
一
月
六
日
売
却
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
十
六
年
間
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
現
役
船
舶
と
し
て
活
躍

し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

尚
、
米
倉
正
裕
編
﹃
日
本
郵
船
株
式
会
社
絵
葉
書　

第
一
集
﹄︵
平
成
十
三
年
五

月
︶
は
、
一
八
八
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
日
本
郵
船
株
式
会
社
所
有
に
係

る
船
舶
絵
葉
書
等
の
資
料
が
蒐
集
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
船
舶
の
外
観
や
当
時
の
世

相
を
知
る
上
で
非
常
に
貴
重
な
一
冊
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、﹁
宮
崎
丸　

 M
iyazaki-

m
aru  8500t  

建
造　

明
治
四
十
二
年  

戦
禍
沈
没
大
正 6,5,3

﹂
と
記
録
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、﹃
近
代
世
界
艦
船
事
典
﹄と
い
うW

eb

サ
イ
ト
に
は
、そ
の
管
理
者
の﹁
内

容
の
正
確
さ
に
つ
い
て
は
保
障
で
き
な
い
﹂
と
の
但
し
書
き
は
あ
る
も
の
の
、
よ

り
詳
し
い
情
報
の
記
述
が
あ
る
の
で
以
下
に
原
文
の
ま
ま
留
め
て
お
き
た
い
。﹁
宮

崎
丸　

日
本
郵
船
貨
客
船
。
川
崎
神
戸
造
船
所
で
第292

番
船
と
し
て1907.12/7

起
工
︵
明
治
４
０
年
︶。08.9/24

進
水
︵
明
治
４
１
年
進
水
︶。09.3/9

竣
工
︵
明

治
４
２
年
︶
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
航
路
に
就
航
。17.5/31

︵
大
正
６
年
︶
ロ
ン
ド
ン
へ

航
行
中
、
英
仏
海
峡
入
口
西
方(49ﾟ

15'N
/09
ﾟ
00'W

)

でU
88

の
発
射
し
た
魚
雷

を
受
け
て
沈
没
。8500T

 pp141.73x17.22x(10.52)m
 R
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連
成)x2/2 8832ihp 

16.3 4knt.

船
舶
番
号11596.

信
号
符
字L

H
C

T.

﹂。
参
照
：http://hush.gooside.

com
/Text/6m

/62M
i/M
27aM

iya_.htm
l  2012.10.14.

　

ち
な
み
に
、﹁
河
内
丸
︵
Ⅱ
︶﹂
が
日
本
郵
船
に
登
場
す
る
の
は
昭
和
四
十
一
年

七
月
十
八
日
の
こ
と
で
、
三
菱
重
工
業
神
戸
造
船
所
で
竣
工
、
建
造
さ
れ
た
コ
ン

テ
ナ
船
と
し
て
で
あ
っ
た
。

︵
注
六
︶　

 

﹃
康
南
海
先
生
遺
著
彙
刊
﹄
一
九
所
収
﹁
康
南
海
文
集
﹂
二
三
︱
二
四
頁
、﹃
康

有
為
全
集
﹄
第
九
集
・
一
五
頁
参
照
。﹃
康
有
為
全
集
﹄
の
注
は
、
こ
の
文
章
が

一
九
〇
八
年
十
一
月
十
四
日
光
緒
帝
死
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

︵
注
七
︶　

 

﹃
康
有
為
政
論
集
﹄︵
湯
志
鈞
編
・
中
華
書
局
・
一
九
八
一
︶・﹁
上
﹂
六
三
三
│

六
三
四
頁
、﹃
康
有
為
集
﹄
三
﹁
散
文
巻
﹂
二
四
三
︱
二
四
五
頁
参
照
。

︵
注
八
︶　
﹃
康
南
海
先
生
遺
著
彙
刊
﹄
一
九
所
収
﹁
康
南
海
文
集
﹂
二
五
︱
三
〇
頁
、﹃
康

有
為
全
集
﹄
第
九
集
・
一
六
︱
一
八
頁
参
照
。

︵
注
九
︶　

袁
世
凱
の
密
告
説
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
刘
路
生
﹁
戊
戍
政
变
袁
世
凯
初

四
告
密
说
不
能
成
立
︱
兼
与
郭
卫
东
先
生
商
榷
﹂︵
方
志
钦
·
王
杰
主
编
﹃
康
有
为

与
近
代
文
化
﹄
河
南
大
学
出
版
社
・
二
○
○
六
・p299-p311

︶
な
ど
最
新
の
研
究
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動
向
が
あ
り
、
更
に
研
究
が
望
ま
れ
る
論
点
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

︵
注
一
〇
︶
光
緒
帝
毒
殺
説
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
馬
洪
林
著
﹃
康
有
為
大
伝
﹄︵
遼

寧
人
民
出
版
社
・
一
九
八
八
・
四
〇
〇
頁
︶
に
お
い
て
、
既
に
い
く
つ
か
の
説
を
取

り
上
げ
た
注
釈
が
あ
り
、
そ
の
死
因
に
は
解
明
の
た
め
の
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

︵
注
一
一
︶馮
紫
珊︵
～
一
九
二
一
︶は
、祖
籍
が
広
東
省
南
海
県︵
今
の
佛
山
市
南
海
区
︶で
、

香
港
に
生
ま
れ
た
。
清
末
資
産
階
級
民
主
革
命
派
馮
自
由
の
叔
父
で
あ
る
。
父
の

馮
展
揚
は
香
港
で
商
売
を
営
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
太
平
軍
の
兵
士
と
交
流
が
あ
り

投
獄
さ
れ
た
。
連
座
を
逃
れ
て
、
馮
鏡
如
と
日
本
へ
渡
り
、
横
浜
で
印
刷
店
を
営

ん
だ
。
一
八
九
五
年
の
﹁
広
州
起
義
﹂
失
敗
後
、
日
本
に
逃
れ
て
き
た
孫
文
、
陳

少
白
、鄭
士
良
ら
を
保
護
し
た
。
兄
の
馮
鏡
如
と
二
十
数
名
の
華
僑
と
連
絡
を
取
り
、

横
浜
興
中
会
設
立
に
参
与
し
、
興
中
会
横
浜
分
会
長
を
任
じ
た
。
反
清
革
命
の
宣

伝
作
品
を
出
版
し
て
孫
文
ら
を
助
け
た
が
、
戊
戌
変
法
後
は
、
横
浜
保
皇
会
会
長

を
務
め
、
の
ち
に
は
﹃
新
民
叢
報
﹄
編
集
発
行
も
兼
任
し
た
。

︵
注
一
二
︶
馮
鏡
泉
に
つ
い
て
は
、
上
海
市
文
物
保
管
委
員
会
編
﹃
康
有
為
與
保
皇
会
﹄︵
上

海
人
民
出
版
社
・
一
九
八
二
・
四
三
四
頁
︶、
方
志
釣
主
編
﹃
康
梁
與
保
皇
会
﹄︵
譚

良
在
美
国
所
蔵
資
料
滙
編
・
香
港
銀
河
出
版
社
・
二
〇
〇
八
・
一
六
九
︱
一
七
八

頁
︶
な
ど
に
、
康
有
為
、
譚
張
考
ら
に
宛
て
た
書
信
が
み
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
保

皇
会
は
、
一
八
九
九
年
七
月
、
康
有
為
ら
に
よ
っ
て
カ
ナ
ダ
の
ビ
ク
ト
リ
ア
で
結

成
さ
れ
、
そ
の
の
ち
各
地
に
支
部
組
織
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、

一
九
〇
三
年
ま
で
の
間
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
な
ど
六
総
部
六
十
七
支
部
が
組
織
さ

れ
た
と
い
う
。
高
偉
濃
著
﹃
二
十
世
紀
初
康
有
為
保
皇
会
在
美
国
華
僑
社
会
中
的

活
動
﹄︵
学
苑
出
版
社
・
二
〇
〇
九
︶
な
ど
に
詳
し
い
論
考
が
み
ら
れ
る
。
瓊
彩
楼

を
め
ぐ
る
譚
良
、
康
有
為
、
馮
鏡
泉
ら
の
経
済
活
動
と
中
国
人
留
学
生
へ
の
対
応

状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
、﹃
康
有
为
、
谭
张
孝
与
琼
彩
楼
﹄︵
蔡
惠
尧
・
深
圳
博
物

館
︶
等
の
論
考
に
も
詳
し
い
が
、
康
有
為
と
譚
良
︵
一
八
七
五
～
一
九
三
一
︶
が
、

そ
の
経
営
方
針
に
対
す
る
認
識
の
相
違
か
ら
経
営
の
失
敗
に
及
ぶ
過
程
に
馮
鏡
泉

も
立
ち
会
っ
て
お
り
、
瓊
彩
楼
経
営
の
失
敗
は
、
保
皇
変
法
と
そ
の
実
践
の
終
結

を
加
速
さ
せ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
参
照
：http://w

w
w

.lw
23.com

/

paper_84081661_12/　

2012.10.23.

　

ま
た
、
二
〇
一
二
年
、﹃
康
有
为
致
梁
启
勋
信
札
一
通
﹄︵
二
紙
四
面22

×27.5

×2

︶
が
、
北
京
匡
时
国
际
拍
卖
有
限
公
司
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
か
け
ら
れ
、
華
僑

社
会
の
経
済
活
動
の
研
究
に
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

参
照
：﹃
康
有
为
海
外
经
商

─

琼
彩
楼
案
宗
信
札
面
世
﹄http://collection.eastday.

com
/c/20121022/u1a6938887.htm

l  2012.10.23.

︵
注
一
三
︶﹃
百
年
史
資
料
﹄
に
よ
れ
ば
、﹁
和
泉
丸
︵
Ⅰ
︶﹂
は
、
明
治
二
十
七
年
四
月

十
三
日
購
入
、
明
治
三
十
七
年
六
月
十
五
日
戦
禍
沈
没
︵
一
九
〇
四
︶。
総
ト
ン
数

三
、二
二
五
、
建
造
地
は
英
国
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
で
あ
っ
た
。﹁
和
泉
丸
︵
Ⅱ
︶﹂
は
、

昭
和
四
十
一
年
竣
工
、
建
造
は
石
川
島
播
磨
重
工
業
相
生
第
一
工
場
、
と
あ
る
。

︵
注
一
四
︶﹁
海
水
排
山
通
日
本
、
天
風
引
月
照
琉
球
。
獨
運
南
溟
指
白
日
、
黿
鼊
吹
浪
渡

滄
洲
。﹂、﹁
梨
洲
乞
師
曾
到
此
、
勃
胥
痛
哭
至
於
今
。
從
來
禍
水
堪
流
涕
、
不
信
神

州
竟
陸
沉
。﹂
の
二
首
で
あ
る
。
こ
の
詩
題
の
日
付
は
旧
暦
で
あ
る
。

︵
注
一
五
︶
康
有
為
の
年
譜
は
、﹃
康
南
海
先
生
自
編
年
譜
﹄﹃
康
南
海
先
生
年
譜
續
編
﹄︵
蔣

貴
麟
編
﹃
康
南
海
先
生
遺
著
彙
刊
﹄・
二
二
宏
業
書
局
・
中
華
民
国
六
十
五
年
︶
を

は
じ
め
数
種
類
が
整
理
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
単
行
本
の
﹃
康
南
海
自

編
年
譜
︵
他
二
種
︶﹄︵
康
有
為
学
術
著
作
選
・
康
文
珮
編
・
樓
宇
烈
整
理
・
中
華

書
局
・
一
九
九
二
・﹁
南
海
康
先
生
年
譜
續
編
﹂
を
含
む
︶
を
用
い
た
。

︵
注
一
六
︶
平
凡
社
﹃
東
洋
文
庫
﹄
一
〇
〇
参
照
。

︵
注
一
七
︶
大
隈
は
、
外
務
大
臣
を
︵
第
三
・
四
・
十
一
・
十
四
・
二
十
九
代
︶
の
四
期
、
内
閣

総
理
大
臣
を
︵
第
八
・
十
七
代
︶
の
二
期
務
め
た
。
当
時
の
大
隈
は
第
八
代
総
理
大

臣
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
第
一
次
大
隈
内
閣
は
一
八
九
八
年
六
月
三
十
日
か
ら
十
一

月
八
日
ま
で
の
わ
ず
か
百
三
十
二
日
間
と
い
う
短
命
内
閣
で
、
大
隈
は
外
務
大
臣
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を
兼
務
し
て
い
た
。

　

参
考
ま
で
に
、
時
期
は
数
年
遅
れ
る
が
、
日
本
郵
船
株
式
會
社
荷
客
取
扱
﹁
松

岡
回
漕
店
﹂︵
神
戸
市
榮
町
四
丁
目
︶
が
印
刷
発
行
し
て
い
た
﹁
明
治
四
拾
壱
年
八

月
分
﹂
の
﹃
日
本
郵
船
株
式
會
社
神
戸
發
着
船
豫
定
表
﹄
に
よ
れ
ば
、﹁
河
内
丸
﹂

は
、
神
戸
入
港
が
同
月
の
六
日
︵
木
曜
︶、
午
後
横
濱
ヨ
リ
︵
横
濱
發
前
日
正
午

十
二
時
︶
と
な
っ
て
お
り
、
神
戸
出
港
は
、
同
月
八
日
︵
土
曜
︶、
午
前
十
一
時
門

司
向
︵
門
司
發　

翌
々
日
正
午
十
二
時
︶
と
あ
り
、
航
路
は
﹁
歐
洲
線
﹂
と
な
っ

て
い
る
。
週
一
回
の
航
行
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
あ
と
は
、
上
海
↓
香
港
↓
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
↓
ペ
ナ
ン
↓
コ
ロ
ン
ボ
↓
ス
エ
ズ
↓
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
↓
マ
ル
セ
イ
ユ

↓
ロ
ン
ド
ン
↓
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
↓
ミ
ド
ル
ズ
ブ
ラ
↓
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
↓
ロ
ン
ド
ン

↓
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
↓
ス
エ
ズ
↓
コ
ロ
ン
ボ
↓
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
↓
香
港
↓
神
戸
↓
横

浜
で
あ
っ
た
︵﹃
百
年
史
資
料
﹄
第
六
章
﹁
航
路
・
業
績
﹂
明
治
期
の
主
要
航
路
︵
明

治
三
十
五
年
基
準
︶
七
一
一
頁
︶。
復
路
に
上
海
寄
港
が
含
ま
れ
ず
、
香
港
か
ら
直

接
神
戸
に
入
港
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

︵
注
一
八
︶﹁
老
龍
噓
氣
破
滄
溟
、
兩
戒
長
風
萬
里
程
。
巨
浪
掀
天
不
知
遠
、
但
看
海
月
夜

中
生
。﹂
一
首
で
あ
る
。

︵
注
一
九
︶﹁
大
侵
稽
天
痛
溺
淪
、
惟
吾
與
汝
拯
生
民
。
身
經
百
億
萬
千
劫
、
我
是
東
南
西

北
人
。
黯
黯
春
明
有
餘
夢
、
滔
滔
海
立
盡
成
塵
。
團
沙
易
感
傷
身
世
、
十
四
年
來

幾
轉
輪
。﹂。﹁
交
魂
通
夢
八
年
餘
、
檳
嶼
香
江
嘆
索
居
。
九
大
洲
中
我
行
路
、
二
百

(

百
二)

國
事
汝
成
書
。
幾
閱
變
遷
驗
家
國
、婁
驚
生
死
送
居
諸
。
同
心
離
處
憂
傷
老
、

秋
水
相
望
恨
有
餘
。﹂。﹁
清
淺
忽
然
見
河
漢
、風
飆
不
復
阻
蓬
來
。
洶
洶
碧
海
淘
浪
清
、

謖
謖
青
松
聞
籟
來
。
摯
手
似
經
灰
劫
別
、
傷
心
重
借
酒
杯
開
。
成
行
兒
女
皆
新
識
、

異
域
驚
看
喜
復
哀
。﹂。﹁
須
磨
月
照
萬
送
青
、東
海
泱
泱
納
一
亭
。
風
浪
千
帆
如
不
動
、

神
山
群
峭
想
飛
靈
。
南
村
卜
宅
樂
晨
夕
、
九
世
通
家
傳
諱(

緯)

經
。
頗
笑
預
人
家

國
事
、
耦
耕
浮
海
拚
沈
冥
。﹂
の
四
首
。

︵
注
二
〇
︶
同
書
一
七
七
・
一
七
八
頁
。﹁
十　

日
清
戰
役
後
の
日
の
丸
船
隊　

宮
崎
丸
の
遭

難
﹂。
尚
、
こ
こ
で
は
、﹁
宮
崎
丸
﹂
を
﹁
明
治
四
十
一
年
の
九
月
に
進
水
﹂
と
し

て
お
り
、
諸
デ
ー
タ
と
の
間
に
、
記
録
方
法
や
戦
禍
沈
没
日
時
等
の
異
同
が
見
ら

れ
る
。
本
稿
で
は
、﹃
百
年
史
資
料
﹄
に
拠
っ
て
、
建
造
︵
竣
工
︶
を
明
治
四
十
二

年
︵
一
九
〇
九
︶、
戦
禍
沈
没
を
大
正
六
年
︵
一
九
一
七
︶
五
月
三
十
一
日
と
す
る
。

︵
注
二
一
︶
注
一
三
に
同
じ
。
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図版①台湾「何創時書法藝術基金會」藏「康有為墨跡」
　　　―日本郵船会社「宮崎丸」便箋と詩一首及びその詩題―
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康有為と日本郵船「宮崎丸」の便箋をめぐって

図版②台湾「何創時書法藝術基金會」藏「康有為墨跡」
　　　―日本郵船会社「宮崎丸」便箋と詩一首―




